
規

則 

 

基
準
点
測
量
成
果
の
写
し
の
保
管
及
び
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

基
準
点
測
量
成
果
の
写
し
の
保
管
及
び
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

基
準
点
測
量
成
果
の
写
し
の
保
管
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
定
め
」
を
「
特
定
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

㊞
 



様式第２号（第１０条関係） 

 受付番号  

基準点測量成果の写し閲覧票 

申 込 者 
氏 名 

 
閲 覧 

年 月 日 
 年   月   日 

  
閲 覧 者     
氏 名 

 

閲覧成果 

名 称 番 号 
返 納 

受領印 
記          事 

    

備 考     



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


